
- 1 - 

 

 

（単体発注・事前審査型） 

沖縄県農林水産部八重山農林水産振興センター農林水産整備課一般競争入札公告13号 

 

沖縄県八重山農林水産振興センターが発注する業務委託について、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第234条第１項の規定により、一般競争入札（以下「入札」という。）に付するので、次のとおり

公告する。 

 

令和８年２月26日 

沖縄県八重山農林水産振興センター  

所長 宇地原 健志  

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(１) 件名    令和８年度底原ダム・名蔵ダム管理事務所警備委託業務 

(２) 契約の内容 契約書（案）・仕様書のとおり。 

(３) 業務場所  底原ダム管理事務所、名蔵ダム管理事務所 

(４) 契約期間  令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 

(５) その他   本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算につ

いて減額又は削除があった場合は、当該契約は一部又は全部を解除する。 

 

２ 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者

とする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては、更

生計画の認可がなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申

立てをした者にあっては再生計画の認可がなされた者であること。 

(３) 次の各号に該当しないこと。 

ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力（以下

「暴力団等反社会勢力」という。） 

イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 

ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいる。 
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(４) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停

止措置を受けていないこと。 

(５) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(６) 沖縄県庁舎警備保障業務委託契約に係る指名競争入札の資格に関する規定に基づき警備業

登録者名簿に搭載されている者。 

(７) 石垣市に本店・支店（営業所）がある者。 

 

３ 契約条項等を示す期間及び配布方法 

期  間 この公告の日から令和８年３月23日（月）まで 

配布方法 沖縄県公式ホームページの入札公告ページに掲載 

 

４ 入札参加資格の申請方法等 

(１) 申請の方法 

当該業務の入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を直接若しくは郵便で(2) イに掲げる場

所に提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（第１号様式） 

イ 委託業務における入札保証金（契約保証金）の免除調べ（免除に該当する場合、提出） 

※詳細・様式等は、「入札保証金について（お知らせ）」による 

※入札保証金関係で確認を要する。資格審査には直接関係ありません。 

(２) 申請期間・提出場所及び問い合わせ先 

ア 期間 この公告の日から令和８年３月12日（木）まで（土曜日、日曜日祝祭日を除く。）の

午前９時から午後５時までの間とする。 

イ 提出場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎４階 

沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 管理指導班 

電話番号：0980-82-2342 

 

５ 資格審査結果の通知 

(１) 資格審査結果は、令和８年３月17日（火）までに通知する。 

(２) 入札参加資格が無いと認められた者は、契約担当者に対して入札参加資格がないと認めた理

由について、書面（様式自由）を持参し、次により理由の説明を求めることができる。ただ

し、郵送又は電送（メールやＦＡＸ）によるものは受け付けない。 

ア 受付期間 競争入札参加資格確認結果通知を行った日の翌日から起算して 

５日以内（休日を除く）。 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く）。 
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イ 受付場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎４階 

沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 管理指導班 

電話番号 (0980) 82-2342 

契約担当者は、説明を求められたときは、苦情を申し立てる最終日の翌日から起算して５日

以内（休日を除く。）に説明を求めた者に対して書面をもって回答する。 

 

６ 資格の有効期間 この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。 

 

７ 資格審査申請事項の変更 

入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、

遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。 

(１) 商号又は名称 

(２) 住所又は所在地 

(３) 代表者の氏名 

(４) 使用印鑑 

(５) 電話番号 

 

８ 入札執行の場所及び日時 

本入札は現地入札によるものとする。詳細は別紙入札説明書を確認すること。 

(１) 場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎４階 

沖縄県八重山農林水産振興センター 第２会議室 

(２) 日時 令和８年３月23日（月）午後２時 

 

９ 入札の方法 

(１) 入札参加資格確認書類を提出した者が、定められた時間までに出席しない場合は、参加す

る意志がないものとみなす。 

(２) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

(３) 代理人をして入札させるときは、委任状と印鑑を持参すること。（再入札を考慮して印鑑を

持参する。） 

(４)入札者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、当該入札書の書換

え、引換え又は撤回をすることができない。 

(５) 入札に指名された者は、入札について不正な協議をしてはならない。 
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(６)以上のほか、沖縄県財務規則（昭和47年沖縄県規則第12号）、その他の入札に関する法令を遵

守するとともに、県の指示に従わなければならない。 

 

10 入札書の作成上の注意 

(１) 入札に記載する入札金額の先頭に「￥」を付け加える。なお、記入金額が訂正されている

もの又は判読できない数字を記入したものは無効となる。 

(２) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、消費税法第29条の規定により算出し

た額を加えた金額を落札価格とするので、入札書に記載する金額は同法第29条に相当する金

額を除いた額とする。 

(３) 入札に際しては、入札事項、入札金額、入札月日の記入漏れ、入札者又は代理人の押印漏

れがないよう、十分に確認の上、入札すること。記入漏れや、判読不能な数字等の場合、入

札が無効になることがある。 

(４) 入札書は別紙様式第56号（その２）を使用すること。なお、書き損じや再入札に備えて、

コピーを準備すること。 

(５) 入札書の日付は、開札日（令和８年３月23日）を記入する。 

(６) 封筒に入札書が２枚以上入っていた場合は「無効」となる。 

(７) 入札書を入れる封筒には、「委託業務名」、「開札日」及び「入札書在中」を記載する。 

(８) 封筒のサイズは、長型３号（長さ23.5cm×12cm）のサイズ以内が望ましい。縦書き、横書き

いずれでもよい。 

 

11 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則（昭和47 年沖縄県規則第12 号）第100 条の規定に

より、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の５以上の入札

保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当す

るときは、入札保証金の全部又は一部を免除する。 

(１) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場

合。 

(２) 過去２箇年の間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と同種、同

規模の契約を数回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場

合。 

 具体的な手続きは、配布する「入札保証金について（お知らせ）」による。 

 



- 5 - 

12 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札参加資格のない者のした入札 

(２) 同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

(３) ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

 (４) 入札書の表記金額を訂正した入札 

(５) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

(６) 入札条件に違反した入札 

 (７) 談合又はその他不正の行為があった入札 

(８) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 

(９) 委任状を持参しない代理人が行った入札 

 

13 落札者の決定の方法 

(１) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした

者を落札者とする。 

(２) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わな

い者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。 

(３) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。入札回数は３回（１回目の入札を含む。）まで

とする。 

(４) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の

規定に基づき、最低価格を入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。 

(５) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある場合は、契約担当者に対して非落札

理由について、書面（様式自由）を持参し、次により理由の説明を求めることができる。ただ

し、郵送又は電送（メールやＦＡＸ）によるものは受け付けない。 

ア 受付期間 落札者決定の公表の日の翌日から起算して５日以内（休日を除く）。 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く）。 

イ 受付場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎４階 

沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 管理指導班 

電話番号 (0980) 82-2342 

契約担当者は、説明を求められたときは、苦情を申し立てる最終日の翌日から起算して５

日以内（休日を除く。）に説明を求めた者に対して書面をもって回答する。 
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14 契約保証金 

落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12

を乗じて得た額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付しなければならない。 

ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。 

(１) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場

合。 

(２) 過去２箇年の間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は本県若しくは本県以外の

地方公共団体と同種、同規模の契約を数回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証

明する書面を提出する場合。 

 

15 入札に関する質問 

質問がある場合は、質問書（様式・委託）に質問事項を記載の上、以下のとおり提出する。質疑

事項がなければ提出不要とする。 

(１) 質問期限及び方法 

ア 期限 令和８年３月13日（金） 

イ 方法 持参、郵送またはＦＡＸによる 

※なお、ＦＡＸにより提出する場合は、必ず電話により到達確認を行うこと。 

(２) 回答方法 

ア 期限 令和８年３月17日（火） 

イ 方法 沖縄県公式ホームページの当該入札公告ページに掲載 

 

16 その他 

(１) この一般競争入札に参加する者は、入札公告及び契約条項等を熟読の上、入札しなければな

らない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めること

ができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

(２) 最低制限価格は設定しない。 

(３) 申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(４) 当該公告等に定めがない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、沖縄県財務規

則、沖縄県農林水産部競争入札心得その他の関係法令及び仕様書に定めるところによ

る。 


